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歯－1 

歯科診療報酬点数表関係 

 

【初診料】 

問１ 「Ａ０００」初診料の注１の施設基準に規定する、新興感染症に対する

対策の研修について、「（抗菌薬の適正使用を含む。）」が追加されたが、ど

のような内容の研修が該当するのか。 

（答）抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微生物薬適正使用の手引き 

第四版 歯科編」（厚生労働省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・

医政局歯科保健課）を参考にすること。なお、令和８年５月 31 日までに受

講する研修については、当該内容が含まれていなくてもよいが、令和８年６

月１日以降に受講する研修には、本内容が含まれている必要がある。 

 

【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】 

問２ 令和８年５月 31 日において現に医療ＤＸ推進体制整備加算及び診療録

管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年６月１日以

降に電子的歯科診療情報連携体制整備加算及び電子的診療情報連携体制

整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。 

（答）改めて届出を行う必要がある。 

 

【重症度、医療・看護必要度】 

問３ 重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うことが困難であること

に正当な理由がある場合に「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟」が追

加されたが、具体的にはどのような病棟か。 

（答）評価を行う入院患者のうち、歯科の患者の割合が８割以上の病棟が該当す

る。なお、「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必

要度の取扱いについて」（令和７年８月７日付け事務連絡）を参照すること。 

 

【特別管理加算】 

問４ 「Ｂ０００－４」歯科疾患管理料の注 12 に規定する特別管理加算にお

ける、「障害者歯科治療」とは、具体的にはどのようなものか。 

（答）障害又は難病を有する患者に対する治療が該当する。なお、障害を有す

る患者に対する治療については、公益社団法人日本障害者歯科学会の「日

本障害者歯科学会研修カリキュラム」を参考とすること。 

（参考）日本障害者歯科学会研修カリキュラム 

https://www.jsdh.jp/media-download/215/f80e3591f003252e/ 

 

問５ 特別管理加算の施設基準における都道府県等との連携とは、都道府県等

からの委託を受けた保険医療機関が、障害者に対する歯科診療の提供や事



歯－2 

業を実施する場合も、これに含まれるか。 

（答）含まれる。 

 

【口腔機能実地指導料】 

問６ 「Ｂ００１－２―２」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修に

ついて、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催す

る」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。 

（答）例えば、歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している

団体や日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられる。 

 

問７ 「Ｂ００１－２―２」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔

機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導

方法等（入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。）

に係る研修」は、オンラインによる受講は可能か。 

（答）原則、対面とする。ただし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用

して研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者から

の質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施す

ること。 

例えば、 

・オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオ

ンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。 

・受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャッ

トシステムや音声発信を用いることや、必要に応じ質問・回答について研

修会の Web ページに掲載する。 

 

問８ 「Ｂ００１－２―２」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療

料施設基準通知別添１の第 13 の４の２の（１）において、「令和９年５月

31 日までの間、１の（１）に該当するものとみなす。」とされているが、

「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実

地指導方法等（入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものである

こと。）に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。 

（答）令和９年５月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能

実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」（様式 17 の４）に受講歴を

記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に

係る研修を令和９年５月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただ

し、令和９年６月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴

を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。 

なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を

中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。 




